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消費税・地方消費税率引上げに伴う「プレミアム付商品券」の販売について 
 

消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和するとともに地域の消費を下支えするため，１０月
１日からプレミアム付商品券を販売します。以下の対象者①②に該当する方には，「プレミアム付
商品券購入引換券」を９月２６日以降にお送りしますので御確認ください。なお，８月１日から大
子町商工会等で販売している「大子町プレミアム商品券」とは別の商品券です。 
●対 象 者 

①令和元年度の住民税（均等割）が課税されていない方のうち，プレミアム付商品券購入引換券
交付申請をした方 
※住民税が課税されている方に扶養されている方（生計を一にする配偶者，扶養親族等），生

活保護の受給者等は対象外です。 
②平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までに生まれた子がいる世帯の世帯主 

●商 品 券 

①住民税非課税の方：購入対象者１人につき２５，０００円（販売額２０，０００円） 
②子育て世帯主の方：平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までに生まれた子１人につ 

き２５，０００円（販売額２０，０００円） 
※５００円券が５０枚付いています。５，０００円（販売額４，０００円）単位で購入すること 

もできます。 
※①②両方の要件に該当する方は，両方の立場で商品券を購入することができます。 

●購入方法  大子町商工会（大字池田２７３２－３ ℡７２－０１９１）で，「現金」と「プレ
ミアム付商品券購入引換券」を持参して購入してください。 

●販売期間  １０月１日（火）～１月３１日（金）９：００～１６：００（土日・祝日除く。） 
●使用期間  １０月１日（火）～２月２９日（土）※町内約２５０店舗で使用できます。 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 

＜住民税非課税の対象者について＞ 税務課町税担当 ℡７２－１１１６ 

＜子育て世帯の対象者について＞ 福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

２０１９奥久慈大子グルメ探訪スタンプラリー 
 

大子町の特産品である「奥久慈しゃも」「奥久慈りんご」「カフェ＆スイーツ」及び「だいごみ認
定商品」の４種類の参加店からなるスタンプラリーを実施します。 
●期  間  ９月２８日（土）から１２月８日（日）まで（約２か月間） 
●実施方法  ①参加者は，４種類（「奥久慈しゃも」「奥久慈りんご」「スイーツ＆カフェ」「だい

ごみ認定商品」）のうち，３種類以上のスタンプを集めてください。 
②合計で３００人に抽選で賞品を贈ります。 
③応募はがきは各参加店で配布します。各参加店に設置してある応募箱に投函する 

か，郵送で応募してください。 
●当選発表  １１月中旬と１２月中旬に抽選を行い，当選者に賞品を贈ります。町ホームページ

上で当選者を発表します（当選賞品の内容は町ホームページに掲載しています。）。 
 
問合せ  観光商工課 ℡７２－１１３８ 
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年金生活者支援給付金制度が始まります 
 

年金生活者支援給付金は，公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援
するために，年金に上乗せして支給されるものです。受取には請求書の提出が必要です。御案内や
手続は，日本年金機構（年金事務所）が実施します。 
●対 象 者  ・老齢基礎年金を受給している方で，以下の用件を全て満たしている方 

６５歳以上である。 
世帯員全員が市町村税非課税である。 
年金収入額とその他所得額の合計が約８８万以下である。 

・障害基礎年金，遺族基礎年金を受給している方で，前年の所得が約４６２万円以 
下の方 

平成３１年４月１日以前から年金を受給している方には，日本年金機構から請求手続の御案内が
９月上旬から順次届きます。 

平成３１年４月２日以降から年金を受給し始めた方は，年金の請求手続と併せて年金事務所又は
市町村で請求手続をしてください。 
 
問合せ  給付金専用ダイヤル ℡０５７０－０５－４０９２ 

 

令和元年度ぼっちでアート推進事業 
 

町では，奥久慈大子の牧歌的風景を演出し，魅力ある地域づくりを推進するため，秋から冬にか
けて「わらぼっち」を設置する個人，団体を募集しています。 
●設置時期  令和元年１１月１日から令和２年２月２９日まで 

※１１月１日までに設置をお願いします。 
●設置場所  設置者が所有し，又は所有者の許可を得た町内の田んぼ又はその周辺の土地 

※可能な限り，道路から見える場所への設置をお願いします。 
●設 置 者  わらぼっちの設置に賛同する個人又は団体 
●規  格  高さ：おおむね３．５ｍ以上 横幅：おおむね１．５ｍ以上 
●材 料 等  材料等については，各自で御用意をお願いします。 
●謝  金  わらぼっち１基につき１０，０００円の謝金をお支払いします。 

ただし，１人（１団体）当たり５０，０００円を限度とします。 
●申 込 み  申込書に必要事項を記入し，まちづくり課まで提出してください。申込書は，まち

づくり課にあります。また，町ホームページからもダウンロードできます。 
●そ の 他  設置したわらぼっちは，撮影し，その写真を町ホームページや広報紙へ掲載します。 

町ホームページ：http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page003296.html 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 

 

「令和２年大子町成人のつどい」実行委員を募集します 
 

町では，「令和２年大子町成人のつどい」の企画・運営を行う実行委員を募集しています。一生
の思い出に残る成人式を一緒に作ってみませんか。 
●対  象  平成２７年３月に町立の中学校を卒業した方及び町内在住の平成１１年４月２日

から平成１２年４月１日までに生まれた方 
●募集人数  １５人程度 
●内  容  式典の司会進行及び準備等 
●申 込 み  １０月１１日（金）までに電話等でお申し込みください。 

〒３１９－３５５１ 大子町大字池田２６６９ 大子町立中央公民館内 
「令和２年大子町成人のつどい」実行委員会事務局 ℡７２－１１４８ 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
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町営住宅入居者募集 
 

公営住宅（町営住宅）とは，住宅に困窮している低所得者世帯に低廉な家賃で賃貸する住宅です。 
●募集住宅 

住宅名 所在地 構造 間取り 戸数 建設年度 

北田気住宅 

北田気１０７７－２ 木造平屋 ３ＤＫ １戸 Ｓ５７年 

＜設備＞瞬間湯沸器，汲取トイレ，バス・トイレ別，共同駐車スペース，Ｔ
Ｖアンテナ持込み（残置物あり） 

磯部住宅 

浅川２５５７ 木造平屋 ２ＤＫ １戸 Ｈ１４年 

＜設備＞ガス給湯器，水洗トイレ，バス・トイレ別，駐車スペース，ＴＶア
ンテナ持込み（残置物あり），共同合併浄化槽 

浅川２５５７ 木造２階 ３ＤＫ ２戸 Ｈ１２，１７年 

＜設備＞ガス給湯器，水洗トイレ，バス・トイレ別，駐車スペース，ＴＶア
ンテナ持込み（残置物あり），共同合併浄化槽 

●入居資格 

※入居の際は，連帯保証人が原則２人必要です。 
※所得月額 ＝（世帯の所得金額－同居者及び別居扶養人数×３８万円）÷１２月 

「所得金額」とは，給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額，
確定申告書の所得金額の合計欄の金額，あるいは町長が発行する所得が分かる証明書の所得金
額の合計欄の金額です。「世帯の所得金額」は，世帯全員の「所得金額」を合算した額です。 

・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，障害者等については２１４，０００円以下）の方 
・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方で，住宅に困っている方 
・同居する又は同居しようとする親族がいる方 
・暴力団員でない方 

●月額家賃 

入居者の所得及び町営住宅の立地条件，規模等の便益に応じた家賃となり，毎年算出されます。 

所得月額 北田気住宅 磯部住宅（平屋） 磯部住宅（２階建て） 

0 円～104,000 円 13,900 円 14,800 円 21,700・22,800 円 

104,001 円～123,000 円 16,000 円 17,100 円 25,000・26,300 円 

123,001 円～139,000 円 18,300 円 19,600 円 28,600・30,100 円 

139,001 円～158,000 円 18,900 円 22,100 円 32,300・34,000 円 

※１８歳未満の扶養する児童等により家賃が減額されます（１人：１０％，２人：１５％，３人
以上：２０％）。 

●共 益 費  月額２，０００円（磯部住宅） 
●敷  金  家賃の３か月分 
●申 込 み  １０月１８日（金）までに建設課へお申し込みください（申込書は建設課にありま

す。）。募集締め切り後，入居資格審査の上，町営住宅等入居者選考委員会等により
入居予定者を決定します。 

●入居時期  １１月下旬予定（誓約書等の必要書類を提出後決定します。） 
●そ の 他 

・入居を希望する方は，当住宅の建設に至る政策目標などから，入居後，地域の方との交流や行
事への積極的参加，学区内学校への通学等に御理解をお願いします。 

・住宅は使用に差し支えのない程度の修繕はしてありますが，しみや傷等が残っていることがあ
りますので，あらかじめ御了承ください。 

・住宅により，網戸，ＴＶアンテナは入居者の持込みになります。また，ＴＶ受信ブースターが
必要な場合があります。 

 
問合せ  建設課 ℡７２－２６１１ 
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定期予防接種を受けましょう 
 

ワクチンで防げる病気があります。予防接種でお子さんや周りの人たちを守りましょう。 
定期予防接種対象者で，まだ接種が済んでいないお子さんの保護者は，母子健康手帳予防接種記

録を確認の上，県内の医療機関で接種してください。なお，接種年齢が過ぎた場合は，接種費用は
自己負担となりますので御注意ください。また，予診票が届いていない方又は予診票を紛失してし
まった方は，健康増進課へ御連絡ください。 

定期予防接種 標準的な年齢・回数 接種年齢 

ヒブ 
初回接種 生後２か月～７か月に至るまでに３回 
追加接種 初回接種後７か月以上の間隔をおいて生後

１２か月以降に１回 

生後２か月以上
５歳未満 

小児用肺炎球菌 
初回接種 生後２か月～７か月に至るまでに３回 
追加接種 初回接種後６０日以上の間隔をおいて１回 

生後２か月以上
５歳未満 

四種混合 
1 期初回 生後３か月～１歳に至るまでに３回 
1 期追加 初回接種後１年～１年半の間に１回 

生後３か月以上
７歳６か月未満 

Ｂ型肝炎 生後２か月～９か月に至るまでに３回 
生後２か月以上

１歳未満 

ＢＣＧ 生後５か月～８か月に至るまでに１回 １歳未満 

水痘 
初回接種 １歳～１歳３か月に至るまで 
追加接種 初回接種後６か月～１２か月に至るまでに

１回 
１歳～３歳未満 

麻しん・風しん混合
（ＭＲ） 

１歳以上２歳未満 １回 
５歳以上７歳未満の者で小学校就学前の１年間に１回 

 

日本脳炎 

１期初回 ３歳～４歳に至るまでに２回 
１期追加 ４歳～５歳に至るまでに１回（初回２回接

種後６か月以上おおむね 1 年おいて） 

生後６か月以上
７歳６か月未満 

２期 ９歳～１０歳に至るまでに１回 
９歳以上 

１３歳未満 

二種混合（ＤＴ） １１歳から１２歳に至るまでに１回 
１１歳以上 
１３歳未満 

ヒトパピローマ 
ウイルス感染症 

（子宮頸がん予防） 
中学１年生の間に３回 

小６～高１相当
の女子 

※未満とは，誕生日前日までをいいます。 
※日本脳炎については，特例対象者（平成１９年４月１日以前に生まれた２０歳未満の者）は，接

種年齢を超えても定期接種として取り扱える場合があります。 
※ヒトパピローマウイルス感染症予防ワクチンは現在，積極的にはお勧めしていませんが，接種を

希望する場合は有効性とリスクを理解した上で受けてください。 
※任意予防接種のロタウイルス，おたふくかぜについては，全額助成（自己負担無）で接種できま

す。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
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大子町議会では、議会活動の報告と、町民の皆さんのご意見を

お聴きし、議会活動や町政に反映させるため、毎年「議会報告

会」を開催しています。これまでの開催について、「内容を検討して

はどうか。」や「内容が堅苦しい。」などのご意見を頂きました。参加

者も減少傾向だった状態を踏まえ、今年度は、世代ごとの４団体

の皆さんとの意見交換会「～大子町が好き～議員と話そう会」を

企画し、８月までに３団体と開催しました。その報告も兼ねまし

て、町民の皆さんを対象に「議員と話そう会」を開催します。まいん

を会場に１回のみの開催となりますので、皆さんお誘い合わせの

上、ぜひご来場ください。 

◇ 内 容  ◇ 各団体との「議員と話そう会」の報告          ◇ 委員会の活動報告          ◇ 町民の皆さんとの意見交換  など お問合せ先  

大子町議会事務局（大子町役場内） 

電話 （0295）72-1115（直通） 
 

大子清流高校生 

老人クラブ連絡協議会 

地域女性団体連絡会 
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１０月は茨城県がん検診推進強化月間です 
 

今，日本人の２人に１人ががんにかかると言われています。子宮がんは３０代から，胃がん，大
腸がん，乳がんは４０代から，肺がんは６０代から発生しやすいがんです。がんは，早期発見，早
期治療をすれば，多くの場合，治ります。大切な命を守るために，年に１回は必ずがん検診を受け
ましょう。 

町では，がん検診を無料で実施しています。なお，次のがん検診等に空きがありますので，希望
する方は早めにお申し込みください。 

検診の種類 対象者 期 日 受付時間 検診会場 

子宮がん検診 ２０～７９歳 
１１月１日（金） 

１２：００～１２：４０ 

保健セン
ター 

１１月１１日（月） 

乳がん検診 
３０～７９歳 
※５７歳以上の方は

２年に１回です。 

１１月１日（金） 
９：３０～１０：００ 

１２：００～１２：４０ １１月１１日（月） 

骨粗しょう症
検診 

今年度 20，25，30，
35，40，45，50，55，
60，65，70 歳の女性 

１１月１０日（日） 
９：３０～１１：００ 

１２：００～１４：００ 

※年齢は，令和２年３月３１日時点での年齢です。 
※予約受付は，定員になり次第終了します。 
※健康づくりポイントカードをお持ちの方は，ポイントカードを御持参ください。 
●大腸がん検診 

町の集団健康診査を受診しない方は，お申込みが必要です。 
大腸がん検診は，２日間の便を採取して行います。検体（便）の回収日程は次のとおりです。 

回収日 回収場所 回収時間 

１０月１０日（木） 
宮川コミュニティセンター ９：３０～１０：３０ 

保健センター ９：００～１２：００ 

１０月１７日（木） 
中央公民館 ９：３０～１０：３０ 

保健センター ９：００～１２：００ 

１０月２４日（木） 保健センター ９：００～１２：００ 

１１月１０日（日） 保健センター ９：００～１２：００ 

１２月１５日（日） 保健センター ９：００～１２：００ 

※健康づくりポイントカードをお持ちの方は，検体回収時にポイントカードを御提示ください。 
 

問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

地域版町民ウォーキング 
 

普段何気なく通るだけの道でも，自分の足で歩いてみると新たな発見や違った風景に感じられま
す。近所の道や他の地域の道を一緒に歩いてみませんか？ ※健康づくりポイント事業対象です。 
●日  時  １０月３１日（木）※雨天決行（受付時間９：００～９：３０） 
●集合場所  依上コミュニティセンター 
●コ ー ス  依上コミュニティセンターから相川方面（約５．５㎞） 

※途中トイレ等の休憩を挟みます。 
●対 象 者  大子町民（幼児は保護者同伴） 
●日  程  ９：００～受付 ９：３０～開会式 ９：４５～ウォーキング １１：４０～閉会式 
●参加特典  町民ウォーキングスタンプカードのスタンプがたまった方には粗品を差し上げます。 
●申 込 み  １０月３０日（水）までに健康増進課へ電話でお申し込みください。 
●そ の 他  歩きやすい服装で御参加ください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
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インフルエンザ予防接種の費用を助成します 
 

町では，インフルエンザの予防接種を受けた方に費用全額を助成しています。 
●対象期間  接種日が令和元年１０月１日から令和２年１月３１日まで 

（１２月中旬頃までに接種するのが望ましいとされています。） 
●対 象 者 

町内に住民登録があり，次に該当する方 
※９月３０日時点で６５歳以上の方には，９月２６日に予診票を郵送する予定です。 
※区分Ｂに該当する方が町内医療機関で受ける場合は，医療機関に予診票が設置してあります。 

区 分 対象年齢 助成回数 

Ａ 

６５歳以上の方 １回限り 

６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，じん臓，呼吸器の機
能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障
害（１級）を有する方（障害手帳を提示） 

１回限り 

Ｂ 

妊婦の方（母子健康手帳を提示） １回限り 

小学６年生までのお子さん 
1 回目 

２回目 

中学１年生から中学３年生までのお子さん １回限り 
※次に該当する方は，予診票を交付しますので健康増進課へお問い合わせください。 

・６０歳以上６５歳未満の方で，心臓，腎臓，呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる
免疫の機能に重度の障害（１級）を有する方 

・令和元年１０月１日～令和２年１月３１日の間に６５歳になる方 
※区分Ａに該当する方で，県内，那須郡市医師会（那須町，那須塩原市，大田原市），南那須医師

会（那須烏山市，那珂川町），塙厚生病院，東館診療所以外の医療機関で接種する場合，依頼書
を発行します。また，償還払いとなりますので，事前に健康増進課へお問い合わせください。 

※区分Ｂに該当する方で，町外の医療機関で接種する場合，償還払いとなります。接種の際に一度
全額を支払い，後日，領収書，印鑑，通帳等を健康増進課へ持参し，請求してください。申請期
限は，令和２年３月３１日までです。 

 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

すこやか妊娠ほっとライン 
 

妊娠に関する様々な相談に応じる相談窓口
「すこやか妊娠ほっとライン」を利用してみま
せんか。予期せぬ妊娠の不安や悩み，妊娠中の
生活面での心配など，一人で悩まず御相談くだ
さい。専門の相談員と一緒に考えていきましょ
う。秘密は厳守します。 
●電話相談 

月～金曜日 １０：００～１８：００ 
※土日・祝日・年末年始等除く。 
℡０２９－３０１－１１２４（いいにんしん） 

●メール相談 

ninshin.hot@ina.or.jp（２４時間受付中） 
●費  用  電話，メール共に相談料無料 

（通信料は自己負担） 
 
問合せ 

茨城県・公益社団法人茨城県看護協会 

℡０２９－２２１－１１２４ 

 

家庭的保育事業 
 

家庭的保育は，主に保育ママ（家庭的保育者）
の居宅という家庭的環境で行われるきめ細や
かな少人数保育です。 

県では，興味のある方向けのセミナーや，保
育士資格をお持ちでない方が家庭的保育者に
なるための研修を実施します。 

インターネットで「茨城県 家庭的保育」と
検索し，詳細を御確認の上，ぜひ御参加くださ
い。 
 
問合せ  茨城県子ども未来課 

℡０２９－３０１－３２５２ 
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「楽しいアクアビクス」追加募集 
 

水中運動を通し，生活習慣を見直すことで，健康増進とメタボリックシンドローム予防に役立て

る教室です。毎回先着順で４０人の参加が可能ですが，定員に空きがあります。この機会に健康度

アップを図ってみませんか。 ※健康づくりポイント事業対象です。 

●開 催 日  １２月１２日までの毎週木曜日 

●時  間  １３：３０～１３：５０ 受付，健康チェック 

１３：５０～１４：００ 開会，体調確認，着替え等 

１４：００～１５：００ ストレッチ，アクアビクス 

●対 象 者  町内に住所を有する方で，健康づくりに興味のある方，健診の結果がメタボリック

シンドロームに該当する方（主治医に運動を禁止されていない方は参加可能です。） 

●場  所  フォレスパ大子 会議室，温水プール ※送迎はありません。 

●参 加 費  フォレスパ大子会員：１回１００円 フォレスパ大子非会員：１回３００円 

※毎回，受付時に徴収します。 

●申 込 先  フォレスパ大子 ℡７２－６１００ ※随時申込みを受け付けます。 

 

問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 
 

森のようちえん〜秋の森をあるこう〜 
 

「幼い子どもたちに自然の中でのびのびと遊んでほしい」・・お母さんたちの願いから，デンマ

ークで始まった森のようちえんを大子町でも定期的に開催しています。 

今回は，奥久慈憩いの森を舞台に小さな秋を探しにゆきます。大人は，森の中で子どもたちがの

びのびと遊ぶ姿を尊重し，見守りながら森の中で時間を過ごします。親子で大子町の豊かな森の小

径を一緒に歩いてみませんか。 

●日  時  １０月１９日（土）９：３０～１３：００（受付９：００～） ※雨天決行 

●内  容  森探検，お散歩，お昼ごはん 

●参 加 費  ３歳以上：１，０００円  ２歳：５００円  ２歳未満：無 料 

(1) 初参加の方は，保護者，兄弟含め１，０００円です。２回以上参加の方は，八 

溝自然たんけんたいへの加入（無料）をお願いします。 

※登録を行うことで団体の「賠償責任保険」に加入します。 

(2) 保護者同伴での御参加をお願いします。 

※保護者は１人につき保険料１００円がかかります。 

●持 ち 物  長袖長ズボン，帽子，雨合羽，長靴，森で拾った物を入れる袋，飲物，お弁当，防

寒着，リュックサック，ビニール袋，おむつ 

●場  所  奥久慈憩いの森 森林学習館前（大字高柴４１６４－３） 

●定  員  お子さん１５人程度 ※参加者多数の場合は先着順となります。 

●申 込 み  １０月１１日（金）までにメールか電話でお申し込みください。 

※お申し込み後のキャンセル連絡は１０月１６日（水）まで 

【必要事項】参加者氏名，性別，生年月日，住所，電話番号，緊急連絡先，アレル

ギー等健康面の留意事項 

 

問合せ  八溝自然たんけんたい（こどもエコクラブ） ℡０９０－７２７１－５９１８（宮田） 
E-mail：yamizoshizen.eco@gmail.com 

協 力  大子町森林セラピー協議会（森の子育てＧ） 
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奥久慈清流ライン茨城と福島の地酒まつり 
 

大子町も構成員となっている茨城県水郡線利用促進会議では，水郡線沿線の地酒を集めた「奥久
慈清流ライン茨城と福島の地酒まつり」を開催します。 

水郡線沿線地域の，自慢のお酒や特産品の試飲，販売を行います。同時開催の水郡線営業所まつ
り，奥久慈大子まつりとのスタンプラリー企画や，水郡線で来た方へのプレゼント（先着）も御用
意していますので，ぜひ水郡線でお越しください。 
●日  時  １０月１３日（日）１０：００～１５：００ 
●場  所  ＪＲ水郡線営業所構内（ＪＲ常陸大子駅から徒歩１分） 
●内  容  ・地酒の無料試飲，販売 ・水郡線沿線の特産品販売 

・水郡線利用来場者プレゼント ・イベント間スタンプラリー企画 
 
問合せ  茨城県水郡線利用促進会議事務局（茨城県政策企画部交通局交通政策課内） 

℡０２９－３０１－２６０６ 
 

調停委員による無料相談会 
 

調停とは，民事，家事の紛争を裁判所で話し合い，円満に解決するための手続です。その話合い
の仲介にあたるのが裁判官及び調停委員で構成する調停委員会です。話合いで合意された内容は判
決と同様の効力があり，多くの人たちが手軽に利用している長い歴史を持つ制度です。 

相談会では，調停委員が困りごとを一緒に考え，解決への道筋や手続について御案内します。 
●日  時  １０月１９日（土）１０：００～１５：００ 
●場  所  東海村総合福祉センター「絆」（東海村村松２００５） 
●相談内容  土地・建物に絡む紛争，金銭消費賃借等の紛争，多重債務に関することなど／夫婦

関係，離婚，親族間の紛争，子の養育，扶養など／相続，遺産分割に関する紛争な
ど／民事・家事の調停手続などに関すること 

●相談担当者  民事・家事調停委員（弁護士，不動産鑑定士，土地家屋調査士，税理士，司法書士
などの専門委員を含む。） 

 
問合せ  水戸調停協会普及委員会 ℡０８０－４８３８－０２０２ 

 

「めざそう 住みよい まちづくり」 

秋の特設行政相談 
 

毎日の暮らしの中で，困っていることや望ん
でいることはありませんか。国の仕事やサービ
ス，各種制度の手続など，お気軽に御相談くだ
さい。相談は無料・秘密厳守です。 
●日 時  １０月１７日（木） 

１０：００～１５：００ 
●場 所  文化福祉会館「まいん」 

１階 観光交流ホール東側 
●相談員  行政相談委員 
 
問合せ 

総務省茨城行政監視行政相談センター 

行政監視行政相談課 

℡０２９－２２１－３３４７ 

大子町役場総務課秘書職員担当 

℡７２－１１１３ 

 

特設人権相談所開設 
 
●日 時  １０月３日（木） 

１０：００～１５：００ 
●場 所  文化福祉会館「まいん」 

２階 小会議室 
●内 容 

・土地の境界，売買，相続等に関する問題 
・地代や家賃の紛争 
・婚姻，離婚，親権等戸籍に関する問題 
・成年後見制度について 
・子ども（いじめや体罰など），女性（ＤＶ， 

セクハラなど），高齢者，障がい者に対する
人権問題 

・夫婦，家庭内の問題，近隣トラブル等 
●相談員  人権擁護委員 
 
問合せ  総務課秘書職員担当 

℡７２－１１１３ 
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建設業退職金共済制度 
 

建設業退職金共済制度は，中小企業退職金共済法に基づき，建設現場労働者の福祉の増進と建設
業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。 

この制度は，事業主の方々が，労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼
り，その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという，いわば業
界全体での退職金制度です。 
●加入できる事業主  建設業を営む方 
●対象となる労働者  建設業の現場で働く方 
●掛  金  日額３１０円 
●特  長  ・国の制度なので，安全，確実，申込手続は簡単です。 

・経営事項審査で加点評価の対象となります。 
・掛金の一部を国が助成します。 
・掛金は事業主負担となりますが，法人は損金，個人では必要経費として扱われ， 

税法上全額非課税となります。 
・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。 

 
問合せ  独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業茨城支部 

℡０２９－２２５－００９５ 
 

第４８回大子町芸術祭会場設営係員を募集します 
 
●内  容  １０月２１日（月） フロアシート敷き展示，パネル組み立て 

１０月２３日（水） 展示パネル組立て，机の設置 
１０月２６日（土） 音楽祭リハーサルでの楽器運搬，舞台準備 
１０月２７日（日） 音楽祭での楽器運搬，舞台準備 
１１月 ５日（火） 展示パネル撤去，フロアシート巻取り 

●時  間  各日９：００から作業終了まで（２７日は１２：３０～） 
●定  員  ５人 
●謝  金  １日５，０００円 
●申 込 み  １０月１１日（金）までに教育委員会事務局生涯学習担当へ氏名，住所，電話番号

を添えてお申し込みください（土日・祝日を除く，８：３０～１７：１５）。 
※電話申込可 

 
問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 
 

不動産鑑定士による不動産無料相談会 
 

不動産鑑定士が，不動産の価格などの御相談

に無料でお応えします。 

●日 時 

日立会場：１０月７日（月）10：00～12：00 

水戸会場：１０月８日（火）9：30～12：00

●場 所 

日立会場：日立シビックセンター５階５０１

号室（日立市幸町１－２１－１） 

水戸会場：茨城県開発公社１階中会議室 

（水戸市笠原町９７８－２５） 

●申込み  当日会場にてお申し込みください。 

 

問合せ  一般社団法人茨城県不動産鑑定士協会 

℡０２９－２４６－１２２２ 

 

１０月は土地月間です！ 

〜土地取引の後には届出を！〜 
 

国や地方公共団体等では，毎年１０月を「土
地月間」と定め，土地に関する知識を深め土地
の有効利用を考える機会となるように，土地に
関する様々な普及啓発活動を行っています。 

町では，国土利用計画法に基づく届出制度の
周知に取り組んでいます。一定面積（都市計画
区域5,000㎡，都市計画区域以外の区域10,000
㎡）以上の土地について売買などの取引を行っ
た場合，国土利用計画法に基づき，権利取得者
（譲受人）は，契約締結日から２週間以内に町
へ届出を行う必要があります。 

詳しくは，町ホームページを御覧ください。 
 
問合せ  まちづくり課 ℡７２－１１３１ 
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広告を掲載してみませんか 
 

水道メーター検針の際に発行する「水道使用水量のお知らせ」票の裏面に広告枠を設けています。 
令和２年４月以降に広告の掲載を希望する方は，水道課へお申し込みください。 

●大 き さ  縦４．５ｃｍ以内×横５．７ｃｍ以内 ２色刷り 
●発行予定数  ５５，０００枚（７，４００世帯×６回） 
●発行期間  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

※ただし，５５,０００枚の印刷物が発行済みとなったときは，発行期間を短縮する
ことがあります。 

●広 告 料  １５，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
●募 集 数  ４枠 
●募集期限  １０月３０日（水） 
●申 込 書  水道課で配布しています。また，町ホームページに掲載しています。 
※大子町広告掲載基準に基づき掲載できない広告もあります。詳細はお問い合わせください。 
 
問合せ  水道課 ℡７２－２２２１ 

 

飼い主マナー向上推進月間 
 

１０月１日（火）から１０月３１日（木）までの期間は「飼い主マナー向上推進月間」です。「あ
なたの街を犬の糞ゼロ・放し飼いゼロにしよう」を合言葉に，動物の愛護と適正な飼養を行いまし
ょう。 
・平成３１年４月１日から，犬の放し飼いの罰金が上がりました。 

５万円以下の罰金又は科料 → ３０万円以下の罰金 
犬の放し飼いによるかみつき事故は，命に関わる重大事故になりかねません。放し飼いは絶対に

やめましょう。 
※犬の散歩は引き綱をつけ，糞の始末は必ず行いましょう。 
※猫の飼育は室内で行い，家から出さないようにしましょう。 
※愛犬・愛猫の避妊去勢手術を行い，無計画な繁殖にならないようにしましょう。 
※野良猫への餌やりは，やめましょう。餌を与えればあなたの猫です。 
 
問合せ  生活環境課 ℡７６－８８０２ 

 

住宅用火災警報器の設置状況について 
 

大子町における住宅用火災警報器の条例適
合率は３０％で，県内最下位です（令和元年６
月１日現在）。 

条例適合率とは，大子町火災予防条例に基づ
き設置が義務付けられている部分全てに住宅
用火災警報器を設置している世帯の割合のこ
とです。大子町火災予防条例では，寝室（寝室
が２階にある住宅は寝室と階段上部）に住宅用
火災警報器の設置を義務付けています。 

火災は決して他人事ではなく，どこの家庭に
も起こり得ることです。就寝中でも住宅用火災
警報器があれば，いち早く火災に気付くことが
できます。もしものときに火災から命を守るた
めに，住宅用火災警報器を設置しましょう。 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

身体障がい者相談員の御案内 
 

町から業務委託を受けた次の身体障がい者

相談員が，手帳，生活，補装具等についての相

談をお受けします。相談内容は，一切漏らしま

せん。 

●身体障がい者相談員 

藤田 孝美（袋田） ℡７２－３１２９ 

三村久美子（下野宮）℡７２－３９３１ 

 

問合せ  福祉課社会福祉担当 

℡７２－１１１７ 
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令和２年度 文化庁事業 伝統文化親子教室事業補助金 
 

文化庁では，毎年「伝統文化親子教室事業」の募集をしています。 
本事業は，次代を担う子どもたちに対して，民俗芸能，工芸技術，邦楽，日本舞踊，茶道，華道

などの伝統文化・生活文化に関する活動を体験・修得する機会を提供することにより，伝統文化・
生活文化の継承・発展と，子どもたちの豊かな人間性の函養に資することを目的としています。 
●対象事業  次代を担う子どもたちを対象に，伝統文化・生活文化に関する活動を計画的・継続

的に体験・修得できる取組及び教室で修得した技芸等の成果を披露する発表会や，
地域で開催される行事等へ参加する取組が対象です（お囃子教室，書道教室，華道
教室，将棋教室等）。 

●実施主体  伝統文化に関する活動を行う団体（伝統文化関係団体） 
（特例民法法人，一般社団法人，一般財団法人，公益社団法人，公益財団法人，特
定非営利活動法人，その他団体）※その他団体に関しては，条件があります。 

●実施分野  民俗芸能，工芸技術，邦楽，日本舞踊，茶道，華道，食文化，囲碁，将棋，地域の
年中行事，郷土料理等 

●参加対象  地域に在住する小学１年生から中学校３年生までを対象とします。 
●支援金額  実施する上で必要となる経費（５０万円が上限です。） 
●対象内容  成果を披露する発表会や，地域で開催される行事等へ参加する取組が対象です（お

囃子教室，書道教室，華道教室，将棋教室等）。なお，教室参加者以外の方も参加
する発表会や行事等自体の開催，運営に係る経費は，支援の対象となりません（当
該発表会や行事等へ参加することは可能です。）。 

●募集期間  ９月２４日（火）から１１月１日（金）まで 
●提出書類  要望書（専用様式），団体規約，役員名簿 
●支給時期  提出された応募書類に基づき，外部有識者による第１次審査を行った上で令和２年

３月下旬から４月上旬を目安に合格，不合格にかかわらず通知をします。 
詳しくは，文化庁伝統文化親子教室事業 HP（http://oyakokyoshitsu.jp/）を御覧ください。 

 
申込み・問合せ  教育委員会事務局生涯学習担当 ℡７２－１１４８ 

 

男性の料理教室に参加しませんか 
 

男同士，楽しく料理しながら食生活について
学びましょう。ぜひ御参加ください。 
●日 時  １０月２１日（月） 

９：００～１３：３０ 
●内 容 

９：００～９：１５ 受付 
血圧・体組成計での計測 ※希望者のみ 

９：１５～１０：１５ 
講話「バランスの良い食事について」 

１０：２０～１１：２０ 運動 
１１：２０～１３：３０ 調理実習，試食 

●定 員  ２０人 
●場 所  保健センター 
●参加費  無 料 
●持ち物  筆記用具，エプロン，三角巾，室

内靴，水分 
●申込み  １０月１５日（火）までに健康増

進課へお申し込みください。 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

成年後見相談会 

（司法書士・社会福祉士・税理士による

成年後見等に関する無料相談会） 
 
●場  所 

水戸会場：茨城司法書士会館 
（水戸市五軒町１－３－１６） 

日立会場：多賀市民会館２０１号室 
（日立市千石町２－４－２０） 

●日  時  １０月２６日（土） 
１０：００～１５：００ 

●相談内容  成年後見，遺言，相続 等 
●方  法  面談による相談（４０分） 
●申 込 み 

会場や時間の都合により，相談に応じられ
る件数に限りがありますので，前日までに
（公社）成年後見センター・リーガルサポー
ト茨城支部へお申し込みください。 

 
問合せ  （公社）成年後見センター・リーガ

ルサポート茨城支部 

℡０２９－３０２－３１６６ 
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放射性物質測定結果 
 

町では，町民の皆さんの安心と安全のため，放射能測定機（ベクレルモニター）を導入し，町内
で生産及び採取された農畜林水産物のうち，町民の方から申請のあったものについて測定を行って
います。８月に測定した試料の件数及び検出した放射性物質の最低値・最高値をお知らせします。 

測定試料名 件数 採取場所（大字） セシウム合算（Bq/kg） ヨウ素１３１（Bq/kg） 
きゅうり １ 山田 検出せず 検出せず 

なす １ 上金沢 検出せず 検出せず 
かぼちゃ １ 芦野倉 検出せず 検出せず 
トマト １ 芦野倉 検出せず 検出せず 

イノシシ肉 １ 北富田 １３．０ 検出せず 
※イノシシ肉，こしあぶらは，国から出荷制限指示が出ているため，販売や譲渡ができません。 
※一般食品の基準値は，１００Bq/kg です。 
※過去の検査結果は，町ホームページに掲載しています。 

http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002557.html 
 
問合せ  農林課農林担当 ℡７２－１１２８ 

 

地域支え合いサービスセンター「さとも」協力会員募集！ 
 

あなたの空いている時間を地域のために活かしてみませんか？ 
「さとも」は，高齢者や身体の不自由な皆さんへ，日常生活上の負担を少しでも軽減してもらう

ため，簡単な家事援助を低額料金で提供するサービスセンターです。 
●サービス内容 

・食事の準備，片付け   ・衣類の洗濯，補修   ・住居内の掃除，整理整頓 
・生活必需品等の買い物代行   ・外出時の付添い   ・その他 

●活動時間  ９：００～１７：００（１２月２９日～１月３日は除く。） 
●活 動 料  １時間ごと８００円（活動費）＋１回訪問２００円（交通費） 
 
申込み・問合せ  大子町社会福祉協議会 ℡７２－２００５ 

 

甲状腺検査に関する講演会 
 

福島原発事故から８年が経過しますが，甲状
腺検査に関する正しい情報の把握と子どもの
健康への不安軽減を図るため，専門家による講
演会を開催します。ぜひ御参加ください。 
●日  時  １０月２０日（日） 

１３：００～１４：３０ 
（受付１２：３０～１３：００） 

●場  所  文化福祉会館「まいん」 
観光交流ホール 

●講演内容 
演題「放射線被ばくと健康影響：特に甲状腺
について」 
講師 長崎大学原爆後障害医療研究所 

国際保健医療福祉学研究分野 
教授（医師） 髙村 昇先生 

●参 加 費  無 料 
●申 込 み  不 要 
 
問合せ  健康増進課 ℡７２－６６１１ 

 

第６５回大子町民卓球大会 
 
●日 時  １０月１４日（月・祝） 

８：３０集合 
●場 所  リフレッシュセンター 
●参加費  無 料 
●申込み  １０月６日（日）までに卓球連盟

菊池まで連絡をお願いします。 
●種 目  一般男子，一般女子，初心者の部 
 
問合せ  大子町体育協会卓球連盟（菊池） 

℡０９０－３０８２－２０５５ 

 
 

 


